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「申請に対する処分」基準等公開票（法律又は命令）

高額医療合算介護（介護予防）サービス費の支給の申請

介護保険法第５１条の２、第６１条の２
介護保険法施行令第２２条の３、第２９条の３
介護保険法施行規則第８３条の４の４、第９７条の２の４
堺市介護保険施行規則第４３条

各区役所 地域福祉

40日～70日（申請受付日による）

　高額医療合算介護（介護予防）サービス費の支給を受けようとする被保
険者は、「堺市介護保険高額医療合算介護（介護予防）サービス費支給申
請書兼自己負担額証明書交付申請書」に必要事項を記載し、申請をしなけ
ればならない。
　堺市長は、上記の申請があったときは、申請の結果を「堺市介護保険高
額医療合算介護（介護予防）サービス費支給（不支給）決定通知書」によ
り、申請者に通知する。

 審査基準は、上記根拠法令・条項に具体的に記載している。概要は、別
紙のとおりである。



高額医療合算介護（介護予防）サービス費について 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 世帯内の介護保険と医療保険の両方の利用者負担を年間で合算し、下表の限度額を超え

た場合、申請により「高額医療合算介護（介護予防）サービス費」が支給されます。 

 毎年８月から翌年の７月末までの１年間で、医療保険と介護保険の利用者負担額（高額

療養費や高額介護サービス費等控除後の額）の合計額から、利用者負担限度額を差し引い

た額が５００円を超えた場合に支給対象となります。ただし、医療保険と介護保険の両方

の利用者負担がある場合に限ります。 

 

■高額医療・高額介護合算制度の利用者負担限度額 

 

※ 被用者保険の負担区分等は、各医療保険者にお問い合わせください。 

 

７０歳未満の方

限度額

９０１万円超 ２１２万円

６００万円超～９０１万円以下 １４１万円

２１０万円超～６００万円以下 ６７万円

２１０万円以下 ６０万円

３４万円

７０歳以上の方

限度額

６９０万円超 ２１２万円

３８０万円以上６９０万円未満 １４１万円

１４５万円以上３８０万円未満 ６７万円

５６万円

３１万円

世帯の各収入から必要経費・控除を差し引い
たときに所得が０円となる方（年金収入のみ
の場合８０万円以下の方）

１９万円

区分

課
税
所
得

一般（市民税課税世帯の方）

低所得者（市民税非課税世帯の方）

区分

市民税非課税世帯
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準
総
所
得
額


